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（
経
済
産
業
委
員
会
）

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
製
品
の
経
年
劣
化
に
よ
る
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
保
守

を
促
進
す
る
こ
と
が
適
当
な
消
費
生
活
用
製
品
に
つ
い
て
、
点
検
そ
の
他
の
保
守
に
関
す
る
情
報
提
供
、
点
検
そ
の
他
の
保
守

の
体
制
整
備
等
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義
の
追
加

消
費
生
活
用
製
品
の
う
ち
、
経
年
劣
化
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
生
じ
、
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
て
特
に
重
大
な

危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
使
用
状
況
等
か
ら
み
て
適
切
な
保
守
を
促
進
す
る
こ
と
が

適
当
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
「
特
定
保
守
製
品
」
と
す
る
。

二
、
事
業
の
届
出

特
定
保
守
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
事
業
者
（
以
下
「
特
定
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
開
始
の
日
か
ら
三
十

日
以
内
に
、
製
品
の
型
式
の
区
分
そ
の
他
の
事
項
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
点
検
期
間
の
設
定
及
び
特
定
保
守
製
品
へ
の
表
示
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１

特
定
製
造
事
業
者
等
は
、
特
定
保
守
製
品
に
つ
い
て
、
標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が

な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準
的
な
期
間
と
し
て
設
計
上
設
定
さ
れ
る
期
間
（
以
下
「
設
計
標
準
使
用
期
間
」
と
い

う
。
）
及
び
設
計
標
準
使
用
期
間
の
経
過
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
年
劣
化
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
点
検

を
行
う
べ
き
期
間
（
以
下
「
点
検
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
製
造
事
業
者
等
は
、
特
定
保
守
製
品
に
、
設
計
標
準
使
用
期
間
及
び
点
検
期
間
を
表
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
製

品
の
所
有
者
が
氏
名
、
住
所
等
の
所
有
者
情
報
を
特
定
製
造
事
業
者
等
に
提
供
す
る
た
め
の
書
面
等
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

四
、
引
渡
時
の
説
明
等

特
定
保
守
製
品
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
行
う
事
業
者
は
、
特
定
保
守
製
品
の
引
渡
し
に
際
し
、
取
得
者
に
対
し
て
、

特
定
保
守
製
品
の
保
守
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
点
検
通
知
及
び
点
検
実
施

１

特
定
製
造
事
業
者
等
は
、
所
有
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
対
し
、
点
検
期
間
内
に
点
検
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

旨
等
の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

特
定
製
造
事
業
者
等
は
、
特
定
保
守
製
品
に
つ
い
て
、
点
検
期
間
中
に
点
検
の
実
施
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
点
検
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
改
善
命
令

主
務
大
臣
は
、
特
定
製
造
事
業
者
等
が
特
定
保
守
製
品
へ
の
表
示
義
務
等
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

事
業
者
等
に
対
し
、
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
特
定
保
守
製
品
の
点
検
そ
の
他
の
保
守
の
体
制
整
備

１

特
定
製
造
事
業
者
等
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
、
特
定
保
守
製
品
の
点
検
そ
の
他

の
保
守
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
特
定
保
守
製
品
の
点
検
そ
の
他
の
保
守
の
体
制
整
備
が
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
な
特
定
製
造

事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
及
び
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
、
主
務
大
臣
に
よ
る
情
報
収
集
と
事
業
者
の
責
務

１

主
務
大
臣
は
、
特
定
保
守
製
品
そ
の
他
経
年
劣
化
に
よ
り
安
全
上
支
障
が
生
じ
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
て
重

大
な
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
消
費
生
活
用
製
品
（
以
下
「
特
定
保
守
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
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い
て
、
経
年
劣
化
に
起
因
す
る
事
故
に
関
す
る
情
報
を
収
集
及
び
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
。

２

特
定
保
守
製
品
等
の
製
造
事
業
者
等
は
、
主
務
大
臣
が
公
表
し
た
経
年
劣
化
に
関
す
る
情
報
を
活
用
し
、
設
計
の
工
夫
、

表
示
の
改
善
等
を
行
う
と
と
も
に
、
消
費
者
に
対
し
、
経
年
劣
化
に
よ
る
危
害
の
発
生
の
防
止
に
資
す
る
情
報
を
適
切
に

提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
、
罰
則

特
定
製
造
事
業
者
等
の
届
出
義
務
違
反
、
主
務
大
臣
の
改
善
命
令
違
反
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
罰
則
を
設
け
る
。

十
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。


